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行政評価局の概要

行政評価局では、国民に信頼される質の高い行政を実現するため、
①各府省の行政運営の改善に関する調査  ②政策評価の推進  ③行政相談に関する業務を
実施しています。

各府省の業務の実施状況等を実
地に調査し、改善が必要な事項
について勧告等を行います。

行政評価局の体制（令和４年４月現在）

行政評価局

総務省

地方支分部局

政策評価制度の基本的な事項の
企画立案、各府省が自ら行う政
策評価の点検等を行います。

【 行政評価局の３つの機能 】

行政に関する苦情や意見·要望を
幅広く受け付け、問題解決を促進
します。

各府省の行政運営の
改善に関する調査

政策評価の推進 行政相談

行
政
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視
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談
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国民の「困りごと」や行政上の課題の解決を通じて、
                                         国民のための行政を実現する
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１.各府省の行政運営の改善に関する調査
○各府省の行政運営の改善に関する調査（行政運営改善調査）とは

産前・産後の支援をより充実させていくために

調査の背景

調査結果

出産した母親の産後うつ発症は10％程度とされていますが、新型コロナウイルス感染症の
影響で倍以上に増えているとの大学研究者による調査結果があります。
こうした状況も受けて、妊娠期から出産後にわたり支援を要する妊産婦に必要な支援を提
供できる体制の整備を進める必要がありました。

●出産後の母子に対し心身のケアや育児サポートを行う「産後ケア事業」に関して、事業の受け皿となる
病院や助産師の偏在のため、市町村では、委託先の確保に苦慮しているなどの実態がみられました。

●現場が抱える課題を把握し、都道府県による広域的な対応など支援策を提示するよう、
厚生労働省に勧告しました。

子育て支援に関する行政評価·監視-産前·産後の支援を中心としてーR4.1.21公表

調査例１

A町

B市

地域に委託先がない
委託先の病院が遠い
（産婦が１時間運転）

行政評価局では、施策や事業の担当府省とは異なる立場から、幅広い分野を対象に、全国ネット
ワークを活用して調査を行っています。
調査の結果、改善が必要な事項が明らかになった場合には、関係府省等に対して勧告や情報提供
を行います。また、勧告等の結果、どのように改善されたのかフォローアップを行い、着実な行政
運営の改善に取り組んでいます。

詳しくはこちら
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調査の背景
災害に伴って発生する廃棄物（災害廃棄物）を円滑·迅速に
処理するためには、平時からの「事前の備え」が極めて重
要です。しかし、準備不足のために、災害廃棄物を一時的に
集積する仮置場の設置が遅れるなど、災害からの復旧·復
興の遅れにつながるような事例が発生していました。

調査の背景
近年、大規模自然災害が多発し、道路・河川のほか、農地・農業用施設（ため池、水路等）にも甚大な
被害が発生しています。また自治体からは「発災時は現場も混乱」、「専門知識を有した職員の減少も
あって事務負担が重い」などの声がありました。

調査結果
災害廃棄物の処理を担う市町村などにおける取組の実態を調査した結果、この「事前の備え」が十分でない
実態が明らかになりました。このため、地震災害だけでなく水害も想定した災害廃棄物発生量の推計や仮置
場候補地の選定に向けて、市町村などを効果的に支援することなどを環境省に求めました。

調査結果・改善内容
●農業災害復旧事業の一連のプロセスについて調査し、 手続の見直しや事務の効率化等について農
林水産省等に勧告しました。
●特に、工事内容を変更する場合に必要な国との協議の負担が大きく、自治体が対応に苦慮している
実態を把握したことから、調査途上において、農林水産省に協議要件の見直しを要請した結果、勧告
時には協議要件が緩和されるなど、迅速な措置がとられました。

調査例２

調査例３

災害廃棄物処理の「事前の備え」を進めるために
災害廃棄物対策に関する行政評価・監視－R４.２.25公表

時代に応じた災害復旧手続の見直しのために
農業分野における災害復旧の迅速化に関する行政評価・監視ーR３.12.17公表

平成30年７月西日本豪雨時の仮置場
（注）「災害廃棄物フォトチャンネル」（環境省）による

査定前着工 事業着手

工事完了災害査定

災害発生

災害報告

詳しくはこちら

詳しくはこちら
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令和元年度
◎高度外国人材の受入れ
◎女性活躍の推進
◎地籍整備の推進

令和２年度
○認知症高齢者等への地域支援
○学校における専門スタッフ等の活用  

○農道·林道の維持管理
○緊急自動車等におけるETC活用等
○産学官連携による地域活性化
○政府電子調達システムの利便性向上
○消費者事故対策  

○要保護児童の社会的養護

令和３年度
○国の行政機関における情報セキュリティ対策
○国の資格の更新等に伴う 講習·研修等の見直し
（その後の対応状況を中心として）
○木質バイオマス発電をめぐる木材の需給状況
○第4種踏切道の安全確保
○農業分野における災害復旧の迅速化
○建設残土対策

令和４年度
○自衛隊の災害派遣（家畜伝染病への対応）

○遺品整理のサービス
○災害時の「住まい確保」等

○国の資格の更新等に伴う講習·研修等の見直し
○更生保護ボランティア
○漁業·漁村地域の活性化
○国立大学への入学時における保証人契約の適正化
◎死因究明等の推進
○都道府県指定文化財の保護·承継
○地域住民の生活に身近な事業の存続·承継等

○子育て支援（産前·産後の支援）
○地域公共交通の確保等
○渉外戸籍事務の適正·円滑な処理
◎外来種対策の推進
○災害廃棄物対策
○自衛隊の災害派遣（自然災害への対応）

○生活困窮者の自立支援対策

○伝統工芸の地域資源としての活用
○火山防災対策
◎不登校、ひきこもりの子供支援
○災害時の道路啓開
○一人暮らしの高齢者に対する見守り活動

○外国人の日本語教育
○指定管理者制度の運用状況
○遺留金等
○河川の陸閘の管理·運用
○墓地行政

行政運営改善調査のテーマは、各府省の施策の実施状況や地域社会が抱える問題
などについて収集·整理·分析した情報に基づき、政策評価審議会での審議や国民の
方々から公募した意見も踏まえて、総務大臣が決定します。

※複数府省が関わる政策を評価する調査には◎印、各府省の業務の実施状況を把握·分析する調査には○印を付しています。

○行政運営改善調査の実施状況（R４.５現在）

近年、勧告等を行った調査テーマ

実施中の主な調査テーマ

詳しくはこちら
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行政の迅速な改善という行政評価局の目
的を果たすため、各府省が行う政策評価
の改善策や総務省が実施する行政運営
改善調査のテーマ等の検討には、政策評
価審議会の知見が活用されています。

令和３年度は、行政評価機能の強化策を
盛り込んだ同審議会の「提言」の実現に
向け、議論が重ねられ、調査テーマ案に
ついては、随時審議会で議論することと
なりました。

その第一弾として、身寄りのない高齢者
等を対象とした「身元保証等高齢者サー
ビス事業」における消費者トラブル等の
発生状況を踏まえ、今後把握すべき事項
等について議論が行われました。

相談内容
「外国人との婚姻届を市役所に提出するに当たり、窓口
で国籍証明書としてパスポートの原本提出を求められ
た。コロナ禍で本人の来日が困難であり、写しでも受理
してほしい。」との行政相談を受け付けました。

調査結果と法務省における対応
調査の結果、パスポートの原本提出を求める市区町村がほかにも見られた
ため、国籍証明書としてのパスポートは原本以外でも受付可能で、受理でき
る場合がある旨を市区町村に対して周知するよう、法務省に依頼しました。
依頼を受けて、法務省は市区町村に周知を行い、改善が図られています。

調査
他の地域でも同様の問題が
生じていないか、全国の状況
を調査しました。

国民のお困りごとを受け付ける「行政相談」と、各府省の業務状況を実地に調査する機能との連携によって、
国民の声を行政運営の改善につなげていく取組を行っています。

行政評価局レポート「渉外戸籍事務の適正・円滑な処理に関する行政評価・監視（第一報）」

●政策評価審議会

政策評価審議会について

行政相談と調査機能との連携

会長
おか もとゆき

岡 素之 住友商事株式会社特別顧問

会長代理
もりた あきら

森田 朗 東京大学名誉教授

委員
いわさき なおこ

岩﨑 尚子
早稲田大学電子政府・
自治体研究所教授

〃
うしお ようこ

牛尾 陽子 株式会社七十七銀行 取締役監査等委員

〃
うすい みつひろ

薄井 充裕 中央大学総合政策学部客員教授

〃
たぶち ゆきこ

田渕 雪子 行政経営コンサルタント

〃
まえば やすゆき

前葉 泰幸 津市長

臨時委員
たなべ くにあき

田辺 国昭 国立社会保障・人口問題研究所所長

〃
よこた きょうこ

横田 響子 株式会社コラボラボ 代表取締役

専門委員
おの たつや

小野 達也 鳥取大学地域学部教授

〃
かとう ひろのり

加藤 浩徳 東京大学大学院 工学系研究科教授

〃
きしもと あつお

岸本 充生 大阪大学データビリティ フロンティア機構教授

〃
つつみ もりと

堤 盛人 筑波大学システム情報系教授

〃
ほった さとこ

堀田 聰子
慶應義塾大学大学院
健康マネジメント研究科教授詳しくはこちら

（令和４年４月現在）

ーR３.11.12公表
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○政策評価とは

政策評価ポータルサイト     

政策評価は、政策が国民のために十分に役立っているかどうか、担当府省が自らその効果を把握·
分析するものです。評価結果は、政策の見直しや新しい政策の企画·立案に役立てられます。
行政評価局は、政策評価の質を向上させるため、制度の基本的事項の企画·立案やEBPMの推進、
政策評価の点検などに取り組んでいます。また、複数府省が関わる政策の評価も実施しています。

各府省が実施する政策評価や行政評価局が実
施するその点検、また実証的共同研究（詳しくは
７ページ）などの情報を見ることができます。

● 効果的かつ効率的な行政の推進
● 政府の諸活動についての国民への説明責任の徹底目的

国会報告調査審議 評価書等の公表

知見の活用

義務付け５分野について事業評価

主要な施策について
目標管理型評価

２.政策評価の推進

国会

行政評価局 各府省

政策評価の推進

政策評価審議会

学識経験者

国民

基本的事項の
企画·立案

EBPMの推進

各府省が行った
政策評価の点検

複数府省が
関わる

政策の評価

評価書等の送付

ガイドラインの
策定・見直し

ポータルサイトの運営
研修の実施
評価書の点検
勧告・意見

連絡会議の開催
共同研究の実施
知見の共有

O
D
A

研
究
開
発

租
税
特
別

措
置
等

規
制

公
共
事
業

府省名をクリックすると、
詳細な資料が見られるよ！

政策の特性等に応じて
最適な評価の方式を選択

事業評価方式

政策

事務事業

ひょうちゃん
（政策評価マスコット）URL：https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index.html

政策評価 検索

事前評価

事後評価

データ等の
エビデンスの
活用

意思決定立案開始

実施開始実施終了

政策実施過程

政策立案過程

総合評価方式

実績評価方式
施策
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○ EBPM （エビデンスに基づく政策立案）の推進

関係府省、学識経験者及び総務省が連携し
て、政策効果の把握・分析手法を研究する
取組です。
これにより関係府省の政策改善を支援する
とともに、得られた知見を各府省と共有し、
EBPMの実践を後押ししています。

A.

政策評価は、政策の効果をデータなどを用い
て把握・分析し、その有効性を評価し、政策
の立案や改善に活用していく取組であり、そ
れはまさにEBPMを実践していくことと同じ
だからです。

A.

平成30年度から始めて、令和３年度時点で
11府省延べ11件について実施しました。

A.

Ｑ. 実証的共同研究とは何ですか？

Ｑ. そもそもなぜ、行政評価局ではEBPMに
  取り組んでいるのでしょうか？

Ｑ. これまでどのくらい研究を行って
      きたのでしょうか？

政策評価担当者等の資質の向上を
図るため、ＥＢＰＭの考え方や実践
などについて、有識者による講義や
演習を実施しています。

令和２年度には、「♯7119（救急安心センター事
業）の導入効果」について研究を行いました。

［例］

10万人当たり急病救急搬送人員数に対する♯7119導入の影響

※ 「実証的共同研究」の詳細は６ページに記載のポータルサイトを
ご覧ください。

政府全体のEBPMの取組を推進 ① 行政改革推進本部事務局（行政事業レビュー）
② 各府省の責任者等で構成するEBPM推進委員会

①政策効果の把握・分析手法の実証的共同研究

② 各府省の政策評価担当者等に対する研修

政策評価を推進する立場から、各府省のEBPMの実践を後押しし、
EBPMの考え方を活用した政策評価の質の向上を図る。

講義型研修（オンライン開催） 演習型研修

◆救急車を呼んだ方が良いか判断に迷うときに、専門
家に電話相談できる「♯7119」サービスについて、全
国展開に向けて、導入の効果を検証しました。
◆総務省消防庁が保有するデータの定量的な分析や
アンケート調査等により、導入済地域と未導入地域
を比較·分析しました。

◆♯7119の導入効果が確認されるとともに、今後の施策
の展開に向けて、導入から日の浅い地域等では認知度
の向上を図ることが重要、などの示唆が得られました。

♯7119導入からの経過年数

↑♯7119の導入済地域は、未導入地域と比較して
徐々に急病搬送人数が減少する傾向あり

内閣官房の取組

総務省行政評価局の取組



規制に係る政策評価

規制は、国民の生命·財産の確保、環境保護等の一定の目的達成のために、国民の権利を制限し、又は義務を
課すものです。各府省では、規制を新設·改廃する際、あらかじめその効果や費用などを分析し、課題を解決
するために規制が最善の手段であることを明らかにする事前評価を行い、一定期間経過後に、実際の効果等
を検証する事後評価を実施しています。

平成27        28          29          30        令和元        ２            ３            ４           ５  （年度）      
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各府省による政策評価の実施例

行政評価局による点検の観点

● 措置概要

各府省が行った政策評価について、措置の効果を検証するために適切な目標が設定されているか、措置の利
用状況や効果が根拠とともに定量的に示されているかなどの観点から、点検を実施しています。

：海外で事業を行う企業に対して、事業失敗等によるリスクに備えるための資金を積み立てた
場合に税負担を軽減する措置。

● 政策評価の主な内容（事前評価）※過去の事例を基に作成したイメージ図

①措置の利用を通じての目標は？
自主資源の輸入を促進する（測定指標として、
「特定の資源の自給率を措置の期限までに60%
以上に引き上げる」を設定）

評価書において分析·説明

②措置の利用状況は？
措置が適用された件数、適用が見込まれる件数

③措置の効果（①の目標の実現状況）は？

行政評価局では、各行政機関が実施する政策評価が客観的で適正なものになるよう、点検を行っ
ています。租税特別措置等、規制、公共事業の３分野について、評価書のチェックを行い、不十分
な点があれば指摘して、改善を求めます。

○政策評価の点検

租税特別措置等に係る政策評価

租税特別措置等は、特定の政策目的の実現に向けて、事業者の税負担を軽減することなどにより、経済活動を誘
導するために設けられる措置です。各府省では、それぞれの措置の利用の実態や効果を明らかにし、措置の新設
や見直しを適切に行うため、毎年度の税制の見直しの際に政策評価を実施しています。

年度 平成
30

令和
1 2

３
（見込み）

４
（見込み）

５
（見込み）

適用
件数 46 42 45 44 45 45

●令和2年度においても達成できていないが、
   その原因は？
●租税特別措置等を引き続き実施する必要性は？



公共事業に係る政策評価

公共事業は、ダムや道路などの公共施設の整備等を行うものです。国民生活や社会経済に与える影響が大きく、
また、その実施には多額の費用を伴うことから、各府省では、公共事業の実施や見直しを的確に判断するため、
事業の必要性、効率性などについて、事前・事後に評価を実施しています。
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行政評価局による点検の観点

行政評価局による点検の観点

各府省による政策評価の実施例

各府省による政策評価の実施例
● 規制概要

（未整備地域の住民へのアンケート調査結果） （アンケート調査結果などを踏まえて再計算）

①水道整備の必要性は？ ②費用と効果のバランスは？

事業を
続けるか
検討

費用
効果

事業開始

政策評価

状況の変化

：特殊肥料（堆肥・炭・灰等）同士を配合した肥料を特殊肥料として指定するとともに、当該配合
   肥料の成分等に関する品質表示基準を定める。

● 事業概要：水道施設を新設する事業。とある地域で･･･

● 政策評価の主な内容（事後評価）

● 政策評価の主な内容（事前評価）

効果(総額):約31.5億円

＜見込まれる効果＞
·約1.1億円
⇒施肥に係る作業の
省力化や生産費の抑制

·約30.4億円
⇒化学肥料を用いた場合と
比べて抑制される生産費

費用（総額）:約210万円

＜国民や事業者が負担する費用（遵守費用）＞
·約181万円
⇒成分含有量等の品質表示基準を遵守するための費用

＜各行政機関が負担する費用（行政費用）＞
·約26万円
⇒新規に届出される肥料の監督に要する費

＜間接的影響＞
いわゆる「土づくり」が進み、生産量や品質向上が期待

○ 上水道への切替えが進まない：水道が整備されても、住民が地下水を利用している
○ 地域の状況が変化：地域の人口は、当初の予測よりも減少傾向

トイレの水洗化等により、
水の需要が増加する見込み

生活用水を地下水に依存
（水量が天候に左右される）

水道施設を新設する
事業を開始

各府省が実施した政策評価について、規制の必要性が論理的に説明されているか、特に、規制によって発生する
効果や費用が数値などで分かりやすく説明されているかなどの観点から、点検を実施しています。上記のような
費用や効果が分かりやすく説明されている事例を各府省に共有しています。

各府省が実施した政策評価について、費用や効果の算定根拠は明らかにされているか、分析内容は妥当かなどの
観点から、点検を実施しています。

すぐに上水道を
使う住人は少ない

費用に
見合う効果が
得られない

業中止事業中止

＞

用

肥 料



総務省行政相談センター「きくみみ」
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※ NTTコミュニケーションズ株式会社が定める通話料がかかります。
      電話会社の通話料割引サービスや、携帯電話の料金定額プランの無料通信は適用されませんのでご注意ください。

● 電話による相談

● 来訪·手紙による相談

行政苦情救済推進会議
（有識者からの意見聴取）

総合行政相談所
全国17都市のデパートなどで開設

管区行政評価局
行政評価事務所

行政監視行政相談センター
（各都道府県庁所在地などに設置）

総務省行政相談センター
「きくみみ」

三者が一体

回答 ご相談

付議協力

改善の
働きかけ

対応策などの
 回答

３.行政相談
○行政相談とは
行政相談は、国の行政などへの苦情や意見·要望を受け付け、担当行政機関とは異なる立場から、
必要なあっせん等を行い、その解決や実現の促進を図るとともに、行政の制度及び運営の改善に
生かす仕組みです。年間約12万件の相談を受け付けています。

国民（相談者）

行政機関

行政相談委員
全国に約5,000人

０５７０ -  ０９０１１０
   おこまりならまる    まる くじょー ひゃくとおばん

行政苦情110番全国共通番号

16ページを御覧ください。各センターの直通電話番号

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html行政相談受付 検索

● インターネットによる相談

全国50か所の総務省行政相談センター「きくみみ」では、面談、電話、インターネット等の様々な方法で行政
相談を受け付けています。

総務省行政相談センター「きくみみ」の所在地や電話番号は、16ページを御覧ください。

詳しくはこちら



行政相談委員

行政苦情救済推進会議
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あなたの街の行政相談所 検索

行政相談委員は、総務大臣が委嘱した民間有識者で、全国に約5,000人（各市（区）町村に1人以上）が配置されていま
す。無報酬のボランティアとして、国民の皆様から、国の行政活動全般に関する苦情や相談を受け付け、相談者への助言
や関係機関に対する改善の申入れなどを行っています。また、総務大臣に対して行政運営の改善に関する意見を述べる
ことができます。令和３年、行政相談委員制度は60周年を迎えました。

行政相談委員は、市（区）役所・町村役場・公民館など、あなたの街の
身近な場所で定期的に相談所を開設し、苦情や意見・要望を受け付け
ています。
※相談所の開設日時や開設場所は行政苦情110番あるいは行政相談センターに
お問い合わせいただくか、下記ページにアクセスして御確認ください。

行政相談所（神奈川県横浜市）

総務省ホームページ（あなたの街の行政相談所）
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/teirei.html

国民と行政を結ぶ懸け橋

定期的な相談所を開設

受け付けた相談
国民健康保険被保険者証の毎年度の更新
のたびに、有効期限切れの被保険者証を返
却するよう求められるため、市区町村の窓
口まで行って返却しているが、自分で破棄し
てもよいのではないか、という相談を受け
付けました。

あっせんの内容
推進会議の意見を踏まえ、有効期限切れとなった
国民健康保険被保険者証、高齢受給者証及び後期
高齢者医療被保険者証を被保険者自身で破棄し
ても差し支えないこととする取扱いが可能となる
よう、関係法令の規定を見直し、周知することを厚
生労働省にあっせんしました。

詳しくはこちら

［座長］江利川 毅    （えりかわ たけし）  公益財団法人医療科学研究所理事長
小野 勝久   （おの かつひさ）    公益社団法人全国行政相談委員連合協議会会長
梶田 信一郎（かじた しんいちろう）  元内閣法制局長官
齋藤 誠      （さいとう まこと）  東京大学大学院法学政治学研究科教授
   榊原 一夫   （さかきばら かずお）  弁護士、元大阪高等検察庁検事長
    髙橋 滋      （たかはし しげる）  法政大学法学部教授
南 砂        （みなみ まさご）     読売新聞東京本社常務取締役調査研究本部長

行政苦情救済推進会議は、全国的な制度・運営の改善が必要な相談や行政相談委員から寄せられた行政に対する意見
を基に、問題解決に向けて、有識者の意見を反映させるため審議しています。

総務省本省の行政苦情救済推進会議のメンバー （令和4年4月現在）

あっせんの例

期限切れの保険証を窓口まで返す必要…？
有効期限切れとなった国民健康保険被保険者証等の処分方法についてあっせん（ーR3.4.28公表）



特別行政相談活動

新型コロナウイルス感染症への対応
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相談
鉄橋の下の川に多数の流木がたまり、水かさが
増すと危険であり、美観上も良くないので撤去し
てほしい、という相談を受け付けました。

改善
行政相談委員から、河川事務所が使用を許可
し、管理している鉄道会社に連絡し 後
日、流木が撤去されました。

大規模な災害が発生した場合、被災者への速やかな情報提供、きめ細かな相談対応を行うため、
様々な特別行政相談活動を実施しています。

● 被災者に対する支援制度や相談窓口をまとめた
    ガイドブックを提供します。
● 災害専用フリーダイヤルを開設します。
● 関係行政機関等の協力を得て、
ワンストップで対応する

    特別行政相談所を開設します。

総務省行政相談センターでは、生活支援や事業者支援に関する相談を始め、新型コロナウイルス感染症に関連する相談
を、令和２年１月から令和４年３月末までに、累計約４万件受け付け、相談者への助言、関係行政機関に対応を求める連
絡を行うなどにより、迅速な問題解決を図っています。なお、相談窓口では、飛まつ防止のパーテーションの設置等感染
対策を徹底しています。

新型コロナウイルス感染症に関する支援措置や相談窓口
をまとめたガイドブックを、全47都道府県で作成し、ホーム
ページなどを通じて国民の皆様に情報提供しています。

支援措置の窓口リスト
都道府県ごとの

「窓口リスト」はこちら

○災害発生時等の行政相談

支援制度や相談窓口に関する情報提供

新型コロナウイルス感染症に関連する相談の受付

○行政相談による改善事例
危険な流木を撤去し安全な街に

たところ、後



外国人からの相談対応

デジタルを活用した相談受付
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在留外国人の更なる増加が見込まれる中、外国人の相談ニーズに適切に対応できるよう、
行政相談においても、関係機関との連携や多言語対応の取組を進めています。

● 外国語（英語）メールにより行政相談を受け付けます。
● 多言語行政相談リーフレットを提供（12か国語）しています。
● 国際交流イベント等へ参加し、特設相談所を開設しています。

令和３年度に政府が発表したデジタル田園都市国家構想を踏まえ、誰一人取り残されないための取組として、デジタル
技術の活用による行政相談の受付手段の多様化を進めています。

一日合同行政相談所において、相談会場にいる相談者と、別の離れた会場で待機している対応者（国の行政機関や各種
専門家、市町村の職員など）をオンラインでつないだり、総合行政相談所においても、自宅等にいる相談者と、総合行政
相談所にいる行政相談委員とをオンラインでつなぐ取組を試行しています。

行政評価局は、国際オンブズマン協会（IOI）やアジア・オンブズマン協会（AOA）の会員として、各国や地域のオンブズ
マンと交流しています。また、ベトナム、タイ等4か国とは「行政苦情救済分野に関する協力の覚書」をそれぞれ締結し、
大臣級のハイレベル交流に加え、研修団の受入れ等を通じた技術協力を推進しています。

○国際協力の推進

相談者 対応者

○社会の変化に対応した行政相談

Your question, inquiry, complaint related to government
administration will be received at
kikumimi.japan＠soumu.go.jp (English only)
* Please do not attach any files or URLs into your ma ls, as this will require us to perform
extra security checks, causing delays in replying to your mails.

M I C Administr ative C ounsel ing C enter

Free of ChargeProblem related to
government
administration Confidential
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本省行政評価局

管区行政評価局等

行政評価事務所

行政監視行政相談
センター

関東管区行政評価局

東北管区行政評価局中国四国管区行政評価局

北海道管区行政評価局

中部管区行政評価局

近畿管区行政評価局

四国行政評価支局

九州管区行政評価局

○行政評価局の全国調査網
行政評価局は日本全国をカバーする拠点を配置して全国調査網を形成し、
全国の情報を収集しています。

管区行政評価局等の役割

管区行政評価局等の機能

地域計画調査

行政相談

地域の住民生活に密着した行政上の問題について、
管区行政評価局、行政評価事務所が独自にテーマを
設定して調査を行い、改善を図っています。

全国50か所の総務省行政相談センター「きくみみ」
と約5,000人の行政相談委員が、国の行政などへの
苦情や意見·要望を受け付けます。



昨年度結果を公表した調査テーマ
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○地域計画調査の実施状況

○管区行政評価局等での行政相談活動

平時には、人や車両の通行が可
能。津波等の襲来時には、閉鎖す
ることで海水の侵入を防止する。

総合行政相談所
総務省の庁舎の外で気軽に相談していた
だけるように、札幌から那覇まで全国17
都市のデパートなどで、毎日または定期
的に、相談窓口を開設しています。

一日合同行政相談所
10月の行政相談週間を中心に、国の行政
機関、地方公共団体の職員や行政相談委
員などが出席し、相談をワンストップで受
け付ける相談窓口を開設しています。

行政相談懇談会や出前教室の開催
自治会、婦人会などの代表と地域の実情
等に関する意見交換の機会を設けている
ほか、小·中学校、高校、大学等で行政相
談についての授業を行っています。

調査の背景

調査結果・改善内容

令和３年度

東日本大震災では、津波から人命や財産を守ろうと水門・陸こう等の
操作に従事した方が多数殉職されました。国は、この教訓を踏まえ、
平成26年に海岸法を改正し、現場作業員の安全確保が図られるよう
配慮された「操作規則」の策定を義務付けましたが、近年の水門・陸こ
う等の運用管理の実態は不明でした。

●海岸法において、操作規則の策定が義務付けられていることを承
知していないなどの理由により、海岸管理者が操作規則を策定し
ていない事例が複数みられたため、四国行政評価支局は、四国
地方整備局に対し、操作規則を策定することの重要性について周
知徹底を図るように通知しました。

●四国地方整備局は、管内の海岸管理者に対し、事務連絡を発出す
るとともに港湾管理者会議などにおいて、周知を徹底しました。

調査例
詳しくはこちら

水門、陸こうを確実かつ安全に機能させるために
海岸保全施設の運用・管理に関する行政評価・監視-R３.11.30公表

＜北海道＞
○農福連携の推進
○地方公共団体のBCPの実効性
（非常用発電設備の整備等）

＜東北＞
○ツキノワグマの保護管理

＜関東＞
○スマートインターチェンジの利便性
及び安全性の向上

○高齢者の身元保証

＜中部＞
○農業用ため池の管理及び保全
○放課後児童クラブの安全対策
○在留外国人への情報伝達

＜近畿＞
○ホームページによる行政情報
提供状況

＜中国＞
○ジビエ利用の推進
○洪水氾濫被害の減災対策

＜四国＞
○海岸保全施設の運用・管理

管区行政評価局、行政評価事務所、行政監視行政相談センターの
行政相談窓口の愛称は です。（地名）

（例）

陸こう
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○管区行政評価局・行政評価事務所等 連絡先一覧



総務省行政評価局
〒100-8926 東京都千代田区霞が関２-１-２ 中央合同庁舎第２号館
Tel. 03(5253)5111(代表)

【行政評価局ホームページ】
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/index.html

【行政評価局 twitter】
 https://twitter.com/MIC_hyouka

【行政評価局行政相談 twitter】 
https://twitter.com/MIC_soudan

行政評価等プログラム(行政評価等テーマ)についてのご意見・ご要望は
下記までお寄せください。

郵送    〒100-8926 東京都千代田区霞が関２-１-２ 
   総務省行政評価局総務課あて

URL https://www.soumu.go.jp/hyouka/i-hyouka-form.html

 総務省行政評価局パンフレット(2022年６月発行)

〒




